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 令和６年５月 

 

排水設備指定工事店 各位 

 

常滑市下水道課 

 

排水設備工事に係る申請書類の様式等変更について（通知） 

 

 排水設備工事に係る申請書類について、令和６年６月１日付にて下記の通り変更し

ます。令和６年６月１日以降の申請については新たな様式での申請をお願いします。 

 なお、当面の間、旧様式による申請を受け付けますが、その場合でも公共汚水ます

設置調書等の添付が必要です。 

 新しい様式等については、市の窓口でお受け取りいただくか、HP からダウンロードを

お願いします。 

 

記 

１ 変更の概要 

（１） 【変更】排水設備確認申請書の様式の変更 

   水洗便所改造資金融資あっせん制度の廃止に合わせ様式の修正を行いました。 

① 「工事」の種類の変更(実施する工事について複数選択) 

② 申請者が土地・建物等の所有者と同一の場合等のチェックボックス 

③ 融資あっせん希望の有無の廃止 

④ 付帯工事に係る浄化槽種別の記入の導入 

 

（２） 【廃止】公共汚水ます設置申請書等の廃止 

   排水設備確認申請書との重複として、公共汚水ます設置申請書及び承諾書に

ついて廃止しました。 

 

（３） 【新規】公共汚水ます設置調書及び公共汚水ます変更調書の作成 

   公共汚水ますの設置や変更を伴う排水設備工事において、公共汚水ます設置

工事の概要がわかるよう調書を工事店が作成し、確認申請書に添付してください。 

 

（４） 【変更】除害施設設置等届及び水質管理責任者届の変更 

   記載内容について条例施行規則に合わせて簡素化するとともに、水質管理責任

者の経歴書の添付を廃止しました。 

 

＜問合せ先＞ 

常滑市建設部下水道課 

電話 0569-47-6124 



常滑市排水設備指定工事店の皆様へ  

                             常滑市下水道課 

排水設備に関する申請書類の様式変更について 
 

令和 6 年 6 月 1 日より排水設備の設置等に係る申請書類について

様式及び運用を変更します。 

１ 【変更】排水設備等（計画・計画変更）確認申請書の様式変更 

 改造資金融資あっせん制度の廃止に伴い、様式を一部変更しまし

た。令和 6 年 6 月 1 日以降の申請は新様式での申請をお願いします。

なお、当面の間旧様式での申請も受付けます。 

 

２ 【廃止】公共汚水ます設置申請書及び承諾書の廃止 

  公共汚水ます設置申請書及び土地所有者の承諾書について、排

水設備等確認申請書により申請及び承諾が行われているものとして

廃止します。なお、変更申請も同様です 

新様式は窓口で配布 



３ 【新規】公共汚水ます設置調書若しくは変更調書の作成 

 公共汚水ます設置申請書に代わり、公共汚水ますの設置工事等の

概要を整理した設置調書若しくは変更調書を指定工事店が作成して

確認申請書に添付する運用に変更します。調書の様式は窓口もしく

は HP からダウンロードしてください。 

 

４ 【変更】除害施設設置等届及び水質管理責任者届の変更 

   申請書記載内容について条例施行規則に合わせて簡素化する

とともに、水質管理責任者の経歴書の添付を廃止しました。 

 

 

様式は常滑市公式 HP 内 

「下水道―排水設備指定工

事店及び排水設備指定工事

人の皆様へ（排水設備工事

関係）」 

にあります。 

ページ番号 1000952 で検索 

若しくは QR コードからアクセ

スしてください。 

 


